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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
の計測地点を抽出し、
　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する、
処理をコンピュータに実行させ、
　前記抽出する処理は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超え
る場合に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に
最も近い計測地点を抽出する塩素情報出力プログラム。
【請求項２】
　塩素の投入場所ごとに位置情報を記憶する第三の記憶部を用いて、前記第一の位置情報
に係る第一の位置に対応する第一の投入場所を特定し、
　前記抽出する処理は、前記第一の投入場所を水源とする水道水の計測地点の中から前記
第一の位置に最寄りの計測地点を抽出する請求項１記載の塩素情報出力プログラム。
【請求項３】
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
の計測地点を抽出し、
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　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する、
処理をコンピュータが実行し、
　前記抽出する処理は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超え
る場合に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に
最も近い計測地点を抽出する塩素情報出力方法。
【請求項４】
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
の計測地点を抽出する抽出部と、
　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する出力部と、
を有し、
　前記抽出部は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超える場合
に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に最も近
い計測地点を抽出することを特徴とする塩素情報出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩素情報出力プログラム、塩素情報出力方法、及び塩素情報出力装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　水道水については、水道法によって塩素消毒が義務付けられている。しかし、水道水に
含まれる塩素は、肌の弱い乳幼児や、敏感な肌を持つ人にとって刺激が強すぎたり、金魚
や熱帯魚などの水生生物を弱らせたりする可能性が有る。そのため、水道水については、
浴槽や水槽の水として使用される前に、脱塩素処理（汲み置きや脱塩素剤の使用）が必要
とされる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３００８７０号公報
【特許文献２】特開２００５－２５０５５７号公報
【特許文献３】特開平６－３２０１６６号公報
【特許文献４】特開２０１１－１１３３７４号公報
【特許文献５】特開２００４－５６６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような脱塩素処理の要否や内容は、水道水に含まれる塩素の濃度に応じて異なる
。したがって、水道水の利用者にとって、自宅や引っ越し先等、自らが水道水を利用する
場所の塩素濃度に関する情報を手軽に入手できることは、脱塩素処理の要否の判断や、脱
塩素処理の内容等を判断する上で、有用であると考えられる。
【０００５】
　そこで、一側面では、水道水の利用者が関心の有る場所における塩素濃度に関する情報
を提供可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの案では、塩素情報出力プログラムは、水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計
測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を用いて、複数の計測地点の中から、入力され
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た第一の位置情報に係る第一の位置に最寄りの計測地点を抽出し、前記最寄りの計測地点
に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報を出力する処理をコンピ
ュータに実行させる。
【発明の効果】
【０００７】
　一態様によれば、水道水の利用者が関心の有る場所における塩素濃度に関する情報を提
供可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態における塩素情報提供システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における塩素情報出力装置のハードウェア構成例を示す図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態における塩素情報出力装置の機能構成例を示す図である。
【図４】塩素情報提供処理の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。
【図５】入力画面の表示例を示す図である。
【図６】水源情報記憶部の構成例を示す図である。
【図７】検査地情報記憶部の構成例を示す図である。
【図８】住所情報記憶部の構成例を示す図である。
【図９】水質情報記憶部の構成例を示す図である。
【図１０】メッセージ記憶部の構成例を示す図である。
【図１１】応答画面の表示例を示す図である。
【図１２】水質情報更新システムの構成例を示す図である。
【図１３】検査結果入力画面の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の実施の形態に
おける塩素情報提供システムの構成例を示す図である。図１に示される塩素情報提供シス
テム１において、塩素情報出力装置１０は、移動体通信網等のネットワークを介して、１
以上の携帯端末２０と通信可能とされている。
【００１０】
　塩素情報出力装置１０は、塩素情報提供サービスを提供する１以上のコンピュータであ
る。塩素情報提供サービスとは、水道水の利用者（以下、単に「ユーザ」という。）に対
して、ユーザによって指定された場所における水道水の塩素濃度（残留塩素濃度）に関す
る情報を提供するサービスをいう。
【００１１】
　携帯端末２０は、ユーザが、塩素情報提供サービスの提供を受けるために利用する情報
処理装置である。携帯端末２０の一例として、携帯電話、スマートフォン、及びタブレッ
ト型端末等が挙げられる。
【００１２】
　図２は、本発明の実施の形態における塩素情報出力装置のハードウェア構成例を示す図
である。図２の塩素情報出力装置１０は、それぞれバスＢで相互に接続されているドライ
ブ装置１００、補助記憶装置１０２、メモリ装置１０３、ＣＰＵ１０４、及びインタフェ
ース装置１０５等を有する。
【００１３】
　塩素情報出力装置１０での処理を実現するプログラムは、記録媒体１０１によって提供
される。プログラムを記録した記録媒体１０１がドライブ装置１００にセットされると、
プログラムが記録媒体１０１からドライブ装置１００を介して補助記憶装置１０２にイン
ストールされる。但し、プログラムのインストールは必ずしも記録媒体１０１より行う必
要はなく、ネットワークを介して他のコンピュータよりダウンロードするようにしてもよ
い。補助記憶装置１０２は、インストールされたプログラムを格納すると共に、必要なフ
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ァイルやデータ等を格納する。
【００１４】
　メモリ装置１０３は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置１０２から
プログラムを読み出して格納する。ＣＰＵ１０４は、メモリ装置１０３に格納されたプロ
グラムに従って塩素情報出力装置１０に係る機能を実行する。インタフェース装置１０５
は、ネットワークに接続するためのインタフェースとして用いられる。
【００１５】
　なお、記録媒体１０１の一例としては、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、又はＵＳＢメ
モリ等の可搬型の記録媒体が挙げられる。また、補助記憶装置１０２の一例としては、Ｈ
ＤＤ（Hard Disk Drive）又はフラッシュメモリ等が挙げられる。記録媒体１０１及び補
助記憶装置１０２のいずれについても、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に相当する
。
【００１６】
　図３は、本発明の実施の形態における塩素情報出力装置の機能構成例を示す図である。
図３において、塩素情報出力装置１０は、要求受信部１１、塩素濃度推定部１２、メッセ
ージ生成部１３、及び情報出力部１４等を有する。これら各部は、塩素情報出力装置１０
にインストールされたプログラムが、ＣＰＵ１０４に実行させる処理により実現される。
塩素情報出力装置１０は、また、水源情報記憶部１１１、検査地情報記憶部１１２、住所
情報記憶部１１３、水質情報記憶部１１４、及びメッセージ記憶部１１５等を利用する。
これら各記憶部は、補助記憶装置１０２、又は塩素情報出力装置１０にネットワークを介
して接続される記憶装置等を用いて実現可能である。
【００１７】
　要求受信部１１は、塩素情報の提供要求を携帯端末２０より受信する。塩素情報とは、
水道水の塩素濃度に関する情報をいう。塩素濃度に関する情報の一例として、塩素濃度自
体や、当該塩素濃度に応じた処置（脱塩素処理）等を示す情報が挙げられる。当該要求に
は、例えば、携帯端末２０の現在位置の位置情報等が指定される。塩素濃度推定部１２は
、当該要求に指定された位置情報に係る位置における塩素濃度を推定する。メッセージ生
成部１３は、塩素濃度の推定値に応じた処置等を示すメッセージを生成する。当該メッセ
ージは、メッセージ記憶部１１５に記憶されているメッセージに基づいて生成される。情
報出力部１４は、塩素濃度推定部１２によって推定される塩素濃度や、メッセージ生成部
１３によって生成されるメッセージ等を含む画面を出力する。
【００１８】
　水源情報記憶部１１１は、地域ごとに、当該地域の水源となる浄水場の名前を記憶する
。浄水場は、本実施の形態において、塩素の投入場所としての意義を有する。検査地情報
記憶部１１２は、水質検査が行われる各地点（以下、「検査地」という。）に関する位置
情報等を記憶する。住所情報記憶部１１３は、住所と緯度及び経度との対応情報を記憶す
る。水質情報記憶部１１４は、検査地ごとに、水質検査の結果を記憶する。本実施の形態
では、水質検査の結果として、塩素濃度の計測値が記憶される。
【００１９】
　以下、塩素情報出力装置１０が実行する処理手順について説明する。図４は、塩素情報
提供処理の処理手順の一例を説明するためのフローチャートである。なお、図４の説明に
おいて、携帯端末２０を介して塩素情報提供サービスを受けるユーザを、「対象ユーザ」
という。
【００２０】
　ステップＳ１０１において、要求受信部１１は、いずれかの携帯端末２０より、塩素情
報の提供要求を受信する。当該要求は、対象ユーザの携帯端末２０が表示させる。図５に
示されるような入力画面を介した入力に応じて、携帯端末２０より送信される。
【００２１】
　図５は、入力画面の表示例を示す図である。図５において、入力画面５１０は、検索地
点入力領域５１１、用途選択領域５１２、設定ボタン５１３、及び検索ボタン５１４等を



(5) JP 6102403 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

有する。
【００２２】
　検索地点入力領域５１１は、検索地点の位置情報入力させるための領域である。検索地
点とは、塩素情報の提供対象とされる地点又は場所をいう。位置情報は、例えば、現在位
置とは無関係な住所や地名等であってもよい。また、位置情報は、携帯端末２０が表示さ
せる地図上において、或る地点（緯度及び経度）が指示されることにより指定されてもよ
い。また、位置情報は、携帯端末２０のＧＰＳ（Global Positioning System）機能等に
よって計測された緯度及び経度であってもよい。また、位置情報は、過去に入力された値
（例えば、前回の入力値）が選択候補とされてもよい。
【００２３】
　用途選択領域５１２は、検索地点における水道水の用途を選択させるための領域である
。図５では、用途の選択候補の一例として、飲用水、水槽水、乳児ミルク、浴槽水、及び
調理等が示されている。
【００２４】
　設定ボタン５１３が押下されると、携帯端末２０は、条件設定画面５２０を表示させる
。条件設定画面５２０は、水道水の用途別に使用条件を設定させるための画面である。図
５では、用途が水槽水の場合は水槽サイズ、用途が浴槽水の場合は浴槽サイズ、用途が乳
児ミルクの場合は乳児生年月日の入力が可能とされている。条件設定画面５２０において
、用途に応じた使用条件が入力され、設定ボタン５２１が押下されると、携帯端末２０に
おける表示対象は、入力画面５１０に戻る。なお、図５の例では、用途が飲用水及び調理
の場合、使用条件は選択されなくてよい。
【００２５】
　検索地点の位置情報、用途、及び使用条件の入力後、検索ボタン５１４が押下されると
、携帯端末２０は、検索地点の位置情報、用途、及び使用条件が指定された、塩素情報の
提供要求を塩素情報出力装置１０に送信する。ステップＳ１０１では、斯かる提供要求が
受信される。
【００２６】
　続いて、塩素濃度推定部１２は、水源情報記憶部１１１を参照して、検索地点の水源と
なる浄水場を特定する（Ｓ１０２）。
【００２７】
　図６は、水源情報記憶部の構成例を示す図である。図６において、水源情報記憶部１１
１は、住所に対応付けて、水源となる浄水場の名前（浄水場名）を記憶する。したがって
、ステップＳ１０２では、検索地点の位置情報に係る住所に対応する浄水場名が、水源情
報記憶部１１１より取得される。なお、水源情報記憶部１１１に記憶される住所は、水源
の異なる地域を区別可能なレベルまで特定されていればよい。例えば、市町村等別に、水
源が異なるのであれば、当該住所は、市町村等まで特定されていればよい。また、検索地
点の位置情報が、緯度及び経度である場合、当該緯度及び経度の地点が含まれる地域の住
所が特定された上で、水源情報記憶部１１１が参照されてもよい。緯度及び経度の地点が
含まれる地域の住所の特定等は、例えば、電子的な地図情報等を用いた公知技術によって
可能である。
【００２８】
　以下、ステップＳ１０２において特定された浄水場を、「浄水場Ａ」という。続いて、
塩素濃度推定部１２は、浄水場Ａを水源とする水道水の検査地を、水源情報記憶部１１１
及び検査地情報記憶部１１２等を参照して特定する（Ｓ１０３）。
【００２９】
　図７は、検査地情報記憶部の構成例を示す図である。図７において検査地情報記憶部１
１２は、検査地ごとに、検査地ＩＤ、住所、並びに緯度及び経度等を記憶する。検査地Ｉ
Ｄは、検査地ごとの識別情報である。住所は、検査地の所在場所の住所である。緯度及び
経度は、検査地の緯度及び経度である。
【００３０】
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　ステップＳ１０３では、例えば、浄水場Ａに対応する住所が水源情報記憶部１１１（図
６）を用いて特定される。当該住所が示す地域に属する住所に対応する１以上の検査地Ｉ
Ｄが、検査地情報記憶部１１２を参照して特定される。以下、特定された１以上の検索地
群を、検索地群Ｇという。なお、予め、検査地情報記憶部１１２において、検査地ＩＤに
対応付けて、浄水場名が記憶されていてもよい。
【００３１】
　続いて、塩素濃度推定部１２は、検査地群Ｇの中から、検索地点に最寄りの検査地を抽
出する（Ｓ１０４）。検索地群Ｇに含まれる各検索地と、検索地点との距離は、各検索地
点に対して検査地情報記憶部１１２に記憶されている緯度及び経度と、検索地点の位置情
報とに基づいて算出可能である。なお、検索地点の位置情報が、住所によって指定されて
いる場合は、例えば、住所情報記憶部１１３が参照されて、当該住所に対応する緯度及び
経度が特定されてもよい。
【００３２】
　図８は、住所情報記憶部の構成例を示す図である。図８において住所情報記憶部１１３
は、住所に対応付けて緯度及び経度を記憶する。緯度及び経度は、例えば、当該住所によ
って特定される範囲において基準となる地点の緯度及び経度である。
【００３３】
　なお、ステップＳ１０４において抽出された、検索地点に最寄りの検査地を、以下、「
検査地Ｂ１」という。
【００３４】
　続いて、塩素濃度推定部１２は、検索地点から検査地Ｂ１までの距離が、予め設定され
た閾値α以下であるか否かを判定する（Ｓ１０５）。閾値αは、例えば、塩素濃度が変化
する可能性の高い距離であってもよい。すなわち、通常、浄水場で投入される塩素の濃度
は、水が水道管を流れていく過程（時間の経過）で低下する。そこで、浄水場では、水道
管の末端で基準値を保つためには配水管の距離、水が流れる時間等を勘案して、塩素が投
入される。必然的に浄水場に近い場所ほど、塩素濃度は高くなり、浄水場から遠い場所ほ
ど、塩素濃度は低くなる。このような事情に鑑みて、塩素濃度が明らかに変化する可能性
の高い距離が、閾値αとされてもよい。すなわち、閾値αは、検査地Ｂ１における塩素濃
度に基づいて、検索地点の塩素濃度を推定することの当否を判定するための閾値である。
したがって、検査地Ｂ１における塩素濃度と推定することの当否を判定することが可能で
あれば、他の方法によって、ステップＳ１０５の判定が行われてもよい。例えば、浄水場
Ａから検索地点までの距離と、浄水場Ａから検索地Ｂ１までの距離との差が、所定値以内
であるか否かが判定されてもよい。
【００３５】
　検索地点から検査地Ｂ１までの距離が閾値α以下である場合（Ｓ１０５でＹｅｓ）、塩
素濃度推定部１２は、検査地Ｂ１における塩素濃度の計測値を、水質情報記憶部１１４よ
り取得する（Ｓ１０６）。すなわち、当該計測値が、検索地点における水道水の塩素濃度
として推定される。
【００３６】
　図９は、水質情報記憶部の構成例を示す図である。図９において、水質情報記憶部１１
４は、検査地ごとに、検査地ＩＤ、検査日付、検査時間、塩素濃度、緯度及び経度、並び
に水源等を記憶する。
【００３７】
　検査日付及び検査時間は、検索地ＩＤに係る検査地で、水質検査が最後に行われた日時
である。塩素濃度は、最後の水質検査において計測された塩素濃度である。緯度及び経度
は、当該検索地の緯度及び経度である。水源は、当該検査地の水源となる浄水場の名前で
ある。なお、各検査地の緯度及び経度は、検査地情報記憶部１１２に記憶されている。し
たがって、必ずしも、水質情報記憶部１１４に緯度及び経度は記憶されていなくてもよい
。また、各浄水場を水源とする検査地は、ステップＳ１０３において説明した方法で特定
可能である。したがって、必ずしも、水質情報記憶部１１４に水源は記憶されていなくて
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もよい。または、ステップＳ１０３において、水質情報記憶部１１４が参照されて、浄水
場Ａを水源とする検査地群Ｇが特定されてもよい。
【００３８】
　続いて、メッセージ生成部１３は、検索地点における塩素濃度の推定値、塩素情報の提
供要求に指定された水道水の用途、及び使用条件等に応じたメッセージを、メッセージ記
憶部１１５より取得する（Ｓ１０７）。
【００３９】
　図１０は、メッセージ記憶部の構成例を示す図である。図１０において、メッセージ記
憶部１１５は、用途、条件、塩素濃度ごとに、メッセージを記憶する。ステップＳ１０７
では、用途及び条件の値が、塩素情報の提供要求に指定された水道水の用途及び使用条件
に合致し、塩素濃度の値が、検索地点における塩素濃度の推定値に合致するレコードのメ
ッセージがメッセージ記憶部１１５より取得される。
【００４０】
　なお、メッセージ記憶部１１５の各レコードの塩素濃度には、範囲が指定されていても
よい。本実施の形態では、或るレコードの塩素濃度は、当該塩素濃度以上であって、用途
及び条件が共通する次のレコードの塩素濃度未満までの範囲に対応することとする。また
、塩素情報の提供要求に指定された使用条件に合致する条件を含むレコードが無い場合、
用途及び塩素濃度が合致するレコードが抽出され、当該レコードのメッセージが、当該使
用条件泳ぎ当該レコードの条件との関係に基づいて編集されてもよい。例えば、使用条件
が４０Ｌの場合であって、当該レコードの条件が２０Ｌの場合、汲み置きの時間や、チオ
硫酸ナトリウムの分量等は、２倍等、予め設定された計算式に基づいて変更されてもよい
。
【００４１】
　続いて、情報出力部１４は、検索地点における塩素濃度及び取得されたメッセージ等を
含む応答画面を表示させる画面データを、対象ユーザの携帯端末２０に返信する（Ｓ１１
４）。携帯端末２０は、当該画面データに基づいて、応答画面を表示させる。
【００４２】
　図１１は、応答画面の表示例を示す図である。図１１には、３つの応答画面が例示され
ている。応答画面５３０ａは、用途として飲用水が選択され、検索地点の塩素濃度の推定
値が０．２０ｍｇ／Ｌである場合に表示される応答画面の例である。
【００４３】
　応答画面５３０ｂは、用途として水槽水が選択され、条件として２０Ｌが選択され、検
索地点の塩素濃度の推定値が０．４０ｍｇ／Ｌである場合に表示される応答画面の例であ
る。
【００４４】
　応答画面５３０ｃは、用途として、乳児ミルクが選択され、生後２ヶ月の条件に合致し
、検索地点の塩素濃度の推定値が０．３０ｍｇ／Ｌである場合に表示される応答画面の例
である。
【００４５】
　各応答画面には、検索地点の塩素濃度の推定値と、メッセージ記憶部１１５より取得さ
れたメッセージとが、「最新の塩素濃度」、「水利用アドバイス」として表示されている
。例えば、当該メッセージ（「水利用アドバイス」）を参照したユーザは、脱塩素処理等
に関して、必要な作業を把握することができる。また、塩素濃度に応じた脱塩素処理に詳
しいユーザは、塩素濃度を参照することで、脱塩素処理等に関して、必要な作業を把握す
ることができる。なお、塩素濃度及びメッセージいずれか一方のみが表示されてもよい。
【００４６】
　また、図１１に示されるように、水道局のお知らせ等、他の情報が、応答画面に表示さ
れてもよい。
【００４７】
　一方、ステップＳ１０５において、検索地点から検査地Ｂ１までの距離が閾値αを超え
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る場合（Ｓ１０５でＮｏ）、塩素濃度推定部１２は、検索地点から浄水場Ａまでの距離Ｌ
１を算出する（Ｓ１０８）。距離Ｌ１の値は、検索地点の緯度及び経度と、浄水場Ａに対
する緯度及び経度とに基づいて算出可能である。浄水場Ａに対する緯度及び経度は、水源
情報記憶部１１１を参照して浄水場Ａに対する住所を特定し、当該住所に対応する緯度及
び経度を、住所情報記憶部１１３を参照して特定することで、特定可能である。なお、浄
水場ごとに、その所在地の緯度及び経度が予め記憶装置に記憶されていてもよい。
【００４８】
　続いて、塩素濃度推定部１２は、検査地群Ｇの中で、浄水場Ａからの距離が、距離Ｌ１
に最も近い（当該距離と距離Ｌ１との差分が最小である）検査地を抽出する（Ｓ１０９）
。各検査地から浄水場Ａまでの距離は、浄水場Ａに対する緯度及び経度と、各検査地に対
して検査地情報記憶部１１２に記憶されている緯度及び経度とに基づいて算出可能である
。以下、抽出された検査地を、「検索地Ｂ２」という。また、検査地Ｂ２から浄水場Ａま
での距離を、「距離Ｌ２」という。
【００４９】
　続いて、距離Ｌ１と距離Ｌ２との差分は、閾値β以下であるか否かを判定する（Ｓ１１
０）。閾値βは、閾値αと同じ値であってもよいし、閾値α未満の値であってもよい。閾
値βを閾値α未満の値とすることで、検索地点から比較的遠い位置に所在する検査地にお
ける塩素濃度の計測値に基づく検索地点の塩素濃度の推定の妥当性に対する条件を厳しく
することができる。すなわち、検索地点から比較的遠い検査地は、浄水場からの水道水の
経路が、検索地点と大きく異なっている可能性が有る。塩素濃度の低下の程度は、浄水場
からの経路の距離のみならず、当該経路における環境条件にも影響を受ける。したがって
、検索地点から比較的遠い検査地に対する閾値βを、閾値α未満とすることで、環境条件
の相違等が考慮された厳しい条件で、検索地点の塩素濃度の推定に用いる検査地を抽出す
ることができる。
【００５０】
　距離Ｌ１と距離Ｌ２との差分が、閾値β以下である場合（Ｓ１１０でＹｅｓ）、塩素濃
度推定部１２は、検査地Ｂ１の塩素濃度と、検査地Ｂ２の塩素濃度とを水質情報記憶部１
１４より取得する（Ｓ１１１）。続いて、塩素濃度推定部１２は、取得された二つの塩素
濃度のうち、高い値を検索地点における塩素濃度の推定値として選択する（Ｓ１１２）。
高い値を採用した方が、ユーザにとって、安全性の高い応答を行える可能性が高いからで
ある。なお、塩素濃度の高低に基づいてではなく、検査日時が新しい検査地の塩素濃度が
、検索地点の推定値として選択されてもよい。続いて、検索地点における塩素濃度の推定
値に基づいて、ステップＳ１１４以降の処理が実行される。
【００５１】
　なお、ステップＳ１１０において、距離Ｌ１と距離Ｌ２との差分が、閾値βを超える場
合（Ｓ１１０でＹｅｓ）、メッセージ生成部１３は、例えば、塩素濃度を推定できない旨
のエラーメッセージを生成する（Ｓ１１３）。この場合、ステップＳ１１４では、当該エ
ラーメッセージを表示させる応答画面の画面データが返信される。
【００５２】
　なお、上記実施の形態では、デスクトップ型のＰＣ（Personal Computer）等、携帯端
末２０以外の情報処理装置が、塩素情報出力装置１０のクライアントとして用いられても
よい。または、塩素情報出力装置１０が、ユーザによって直接操作されてもよい。携帯端
末２０以外がクライアントである場合、又は塩素情報出力装置１０が直接ユーザに操作さ
れるケースは、ユーザが、現在の所在場所とは異なる場所における塩素場所を知りたい場
合に有効である。斯かる場所の一例として、旅先等の外出先や、引っ越し先又は引っ越し
先の候補値等が挙げられる。なお、塩素情報出力装置１０が直接操作される場合、入力画
面５１０や応答画面５３０等は、塩素情報出力装置１０に接続された表示装置に出力され
てもよい。
【００５３】
　続いて、水質情報記憶部１１４が記憶する情報を、例えば、定期的に更新するためのシ



(9) JP 6102403 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

ステムの例について説明する。図１２は、水質情報更新システムの構成例を示す図である
。図１２に示される水質情報更新システム２において、水質情報更新装置３０は、複数の
自動計測装置４０、又は複数の検査者端末５０と、移動体通信網又はインターネット等の
ネットワークを介して通信可能とされている。
【００５４】
　自動計測装置４０は、検査地に設置され、検査地における水道水の水質の計測を自動的
、かつ、定期的に実行する装置である。図１２において、自動計測装置４０は、水質計測
部４１、位置計測部４２、時刻計測部４３、データ生成部４４、及びデータ送信部４５等
を有する。
【００５５】
　水質計測部４１は、水質を計測するためのセンサー等である。本実施の形態では、塩素
濃度が計測されればよい。位置計測部４２は、例えば、ＧＰＳ受信機等であり、自動計測
装置４０、すなわち、検査地の位置情報を計測する。但し、本実施の形態において検査地
の位置情報は、検査地情報記憶部１１２等に記憶されている。したがって、自動計測装置
４０には、検査地ＩＤが記憶されていてもよい。
【００５６】
　時刻計測部４３は、例えば、時計である。データ生成部４４は、水質計測部４１による
計測値である塩素濃度、位置計測部４２による計測値である位置情報、時刻計測部４３に
よる計測値である日時等を含むデータを生成する。データ送信部４５は、生成されたデー
タを、水質情報更新装置３０に送信する。
【００５７】
　一方、検査者端末５０は、水質の検査者が使用する端末である。例えば、携帯電話、ス
マートフォン、タブレット型端末、又はＰＣ（Personal Computer）等が、検査者端末５
０として利用されてもよい。図１２において、検査者端末５０は、例えば、入力部５１、
データ生成部５２、及びデータ送信部５３等を有する。
【００５８】
　入力部５１は、検査者より、水質の検査結果の入力を受け付ける。水質の検査自体は、
別途専用の装置を用いて行われる。検査結果は、例えば、図１３に示されるような、検査
結果入力画面を介して入力される。
【００５９】
　図１３は、検査結果入力画面の表示例を示す図である。図１３に示される検査結果入力
画面５４０では、塩素濃度、色、臭い、検査日付、検査時間、及び検査地等の入力が可能
とされている。検査地は、検査地ＩＤによって特定されてもよいし、検査者端末５０が有
するＧＰＳ機能によって計測される位置情報によって特定されてもよい。
【００６０】
　検査結果入力画面５４０において必要事項が入力され、送信ボタン５４１が押下される
と、データ生成部５２は、入力された事項を含むデータを生成する。データ送信部５３は
、送信されたデータを、水質情報更新装置３０に送信する。
【００６１】
　水質情報更新装置３０は、データ受信部３１及びデータ登録部３２等を有する。データ
受信部３１は、検査者端末５０又は自動計測装置４０より送信されるデータを受信する。
データ登録部３２は、受信されたデータに基づいて、水質情報記憶部１１４のレコードの
更新を行う。
【００６２】
　以上のような水質情報更新システム２によって、水質情報記憶部１１４が記憶する塩素
濃度等が定期的に更新されることにより、塩素情報提供システム１は、より精度の高い塩
素濃度に関する情報を提供することができる。なお、水質情報更新装置３０は、塩素情報
出力装置１０の一部を構成してもよい。
【００６３】
　上述したように、本実施の形態によれば、ユーザによって指定された検索地点における
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塩素濃度を推定し、当該塩素濃度に関する情報を、ユーザに提供することができる。した
がって、水道水の利用者が関心の有る場所における塩素濃度に関する情報を提供すること
ができる。
【００６４】
　検索地点における塩素濃度の推定は、検索地点に最寄りの検査地における塩素濃度の計
測値に基づいて行われる。したがって、信頼性の高い推定値を得ることができる。
【００６５】
　また、最寄りの検査地の位置が、検索地点から閾値α以内の距離に所在しない場合には
、浄水場からの距離が、当該浄水場から検索地点までの距離に最も近い検査地の塩素濃度
に基づいて、検索地点の塩素濃度が推定される。塩素濃度は、浄水場（塩素の投入場所）
からの距離と相関を有するため、このような推定方法によって、検索地点の塩素濃度に関
して、妥当な範囲内の推定値を得ることができる。
【００６６】
　また、検索地点の塩素濃度の推定に用いる検査値は、検索地点と水源（浄水場）を同じ
くする検査地の中から抽出される。塩素の投入量は、浄水場によって異なる可能性がある
。したがって、検索地点において水源となる浄水場と異なる浄水場を水源とする検査地に
おける計測値は、検索地点の塩素濃度を推定するための根拠として必ずしも信頼性が高い
とは言えない。したがって、検索地点と水源（浄水場）を同じくする検査地が、検索地点
の塩素濃度の推定に用いられることで、推定値の信頼性を向上させることができる。
【００６７】
　なお、本実施の形態において、検査地は、塩素濃度の計測地点の一例である。検査地情
報記憶部１１２は、第一の記憶部の一例である。水質情報記憶部１１４は、第二の記憶部
の一例である。水源情報記憶部１１１は、第三の記憶部の一例である。検索地点は、第一
の位置の一例である。塩素濃度推定部１２は、抽出部の一例である。情報出力部１４は、
出力部の一例である。
【００６８】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変
形・変更が可能である。
【００６９】
　以上の説明に関し、更に以下の項を開示する。
（付記１）
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
の計測地点を抽出し、
　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する、
処理をコンピュータに実行させる塩素情報出力プログラム。
（付記２）
　前記抽出する処理は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超え
る場合に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に
最も近い計測地点を抽出する付記１記載の塩素情報出力プログラム。
（付記３）
　塩素の投入場所ごとに位置情報を記憶する第三の記憶部を用いて、前記第一の位置情報
に係る第一の位置に対応する第一の投入場所を特定し、
　前記抽出する処理は、前記第一の投入場所を水源とする水道水の計測地点の中から前記
第一の位置に最寄りの計測地点を抽出する付記１又は２記載の塩素情報出力プログラム。
（付記４）
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
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の計測地点を抽出し、
　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する、
処理をコンピュータが実行する塩素情報出力方法。
（付記５）
　前記抽出する処理は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超え
る場合に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に
最も近い計測地点を抽出する付記４記載の塩素情報出力方法。
（付記６）
　塩素の投入場所ごとに位置情報を記憶する第三の記憶部を用いて、前記第一の位置情報
に係る第一の位置に対応する第一の投入場所を特定し、
　前記抽出する処理は、前記第一の投入場所を水源とする水道水の計測地点の中から前記
第一の位置に最寄りの計測地点を抽出する付記４又は５記載の塩素情報出力方法。
（付記７）
　水道水の塩素濃度の計測地点ごとに当該計測地点の位置情報を記憶する第一の記憶部を
用いて、複数の計測地点の中から、入力された第一の位置情報に係る第一の位置に最寄り
の計測地点を抽出する抽出部と、
　前記最寄りの計測地点に対して第二の記憶部が記憶する塩素濃度の計測値に応じた情報
を出力する出力部と、
を有することを特徴とする塩素情報出力装置。
（付記８）
　前記抽出部は、前記最寄りの計測地点と前記第一の位置との距離が所定値を超える場合
に、塩素の投入場所からの距離が、前記投入場所から前記第一の位置までの距離に最も近
い計測地点を抽出する付記７記載の塩素情報出力装置。
（付記９）
　前記抽出部は、塩素の投入場所ごとに位置情報を記憶する第三の記憶部を用いて、前記
第一の位置情報に係る第一の位置に対応する第一の投入場所を特定し、前記第一の投入場
所を水源とする水道水の計測地点の中から前記第一の位置に最寄りの計測地点を抽出する
付記７又は８記載の塩素情報出力装置。
【符号の説明】
【００７０】
１　　　　　　塩素情報提供システム
２　　　　　　水質情報更新システム
１０　　　　　塩素情報出力装置
１１　　　　　要求受信部
１２　　　　　塩素濃度推定部
１３　　　　　メッセージ生成部
１４　　　　　情報出力部
２０　　　　　携帯端末
３０　　　　　水質情報更新装置
３１　　　　　データ受信部
３２　　　　　データ登録部
４０　　　　　自動計測装置
４１　　　　　水質計測部
４２　　　　　位置計測部
４３　　　　　時刻計測部
４４　　　　　データ生成部
４５　　　　　データ送信部
５０　　　　　検査者端末
５１　　　　　入力部
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５２　　　　　データ生成部
５３　　　　　データ送信部
１００　　　　ドライブ装置
１０１　　　　記録媒体
１０２　　　　補助記憶装置
１０３　　　　メモリ装置
１０４　　　　ＣＰＵ
１０５　　　　インタフェース装置
１１１　　　　水源情報記憶部
１１２　　　　検査地情報記憶部
１１３　　　　住所情報記憶部
１１４　　　　水質情報記憶部
１１５　　　　メッセージ記憶部
Ｂ　　　　　　バス

【図１】 【図２】
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